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研究成果の概要（和文）：現代ロシアにおける政府企業間関係について、産業・エネルギー政策に関する意思決定過程
や、企業経営や企業統治における政府の関与や大企業に対する政府の影響力に注目した検討をおこない、国家と企業の
関係のあり方を総合的に考察した。1990年代の自由化に伴う企業による「国家捕獲」、2000年代の国家統制の強化によ
る「企業収奪」といった一時的傾向に基づいた見解を超え、国家と大企業の「互酬」関係を重視した視座による分析の
有効性が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This study has analyzed the relationship between the state and big business in con
temporary Russia, focusing on the natural resources sector. It placed particular emphasis on the state's i
nfluences in the policy-making processes, corporate management and corporate governance with a view to dra
wing some general conclusions. The study has indicated that in addition to "state capture" and "business c
apture" dichotomy, a more nuanced approach - that of "balancing and mutual exchanges" - to the analysis of
 state-business relations is warranted.
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１．研究開始当初の背景 
 
 ロシア政府による資源産業への関与政策
は、資源大国ロシアにおける政府と企業の関
係を検証する格好の題材であるばかりでな
く、日本及び国際社会にとってはロシアの資
源開発・生産・輸出のシステムを理解するう
えで意義深いテーマであろう。 
 ロシアの政府と企業の関係は、2000 年に始
動したプーチン大統領の任期が終わり、2008
年 5 月にメドベージェフ大統領とプーチン首
相（前大統領）による双頭制と呼ばれる新た
な指導体制が発足した後も、プーチン大統領
時代からの流れをうけて、連邦政府が産業界
への支配力を高める方向で推移してきたと
みられる。とりわけ、戦略的とみなされる資
源産業においてその傾向がみられた。しかし、
その動向に関する学術研究の裏付けは決し
て十分とはいえない。 
 そこで、本研究は、資源産業における大手
企業の活動に対する政府の影響力を中心に、
ロシアにおける政府－企業間関係の展開と
変容を大局的に捉えてみることとした。 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、現代ロシアにおける政府
と企業の関係性について、ロシアの産業・エ
ネルギー政策に関する意思決定過程、企業経
営やコーポレート・ガバナンスにおける政府
の関与や、企業に対する政府の影響力に注目
した検討をおこない、ロシアにおける国家と
企業の関係のあり方を総合的に考察するこ
とにある。 
 その際、政府と企業の関係を分析する視角
として、一時的な傾向を重視した主流的見解
を超え、より長期的かつ客観的な分析に耐え
うる視座に注目した検討を行うことが有効
かつ必要であるとおもわれた。ソ連邦解体後
新生ロシアでは資本主義の導入と資源産業
の民営化が進められたが、エリツィン政権下
（1992～1999 年）では、企業による「国家捕
獲（ステート・キャプチャー）」と呼ばれる
現象が生じたのに対し、プーチン政権下
（2000～2008 年、2012 年〜）では、資源産
業への国家統制の強化が図られ、国家－企業
間関係の力学が逆転し、国家による「企業収
奪（ビジネス・キャプチャー）」が生じたと
される。すなわち、先行研究は国家企業間関
係の説明に、「国家捕獲」か「企業収奪」の
どちらかに重心を置いているものが多い。し
かしながら、現実には両政権下ともに国家と
企業の間は「互酬 」関係にあるとみるほう
が、より長期的かつ客観的な視座として耐え
うるものなのではないか、と研究代表者は考
えるため、その視座の有効性を検証する形で、
研究をすすめていくことを目指した。 
 
 

３．研究の方法 
 
 プーチン大統領退任、メドベージェフ大統
領就任直前の 2008 年 4 月、ロシアの主要産
業政策の一環として次の二つの法律が新た
に施行された。一つは、資源産業など国家に
よって指定された戦略分野への外資参入を
制限する「戦略産業法」であった。もう一つ
は、地下資源を保有する国家と、地下資源を
利用する企業との関係を規定する「地下資源
法」の改正である。資源産業における政府－
企業間関係を規定する新たな制度であるこ
れら二法は、相互に密接な関連を持っている。
また、法案審議の過程で様々な政治・経済ア
クターの意見が対立し，それが主たる要因と
なって法案成立にはそれぞれ３年、６年と長
い時間を要した。このような法施行の背景に
ある制度改革過程の分析、さらには新制度運
用状況の分析は、現下のロシアにおける国家
と企業の関係の深い理解に資すると考えた。 
 そこで、前述のような研究目的を達成する
ため、本研究では上記二法によって示された
政府－企業間関係のあり方について、以下の
３点に特に注目した検討を行うこととした。
すなわち、（１）政府による資源産業への関
与の種類と度合、（２）ロシアにおける産業・
エネルギー政策に関する意思決定および政
策形成過程、（３）新政策・新制度がもたら
した政治経済的効果、である。特にメドベー
ジェフ政権下での動きに関する研究は管見
の限り皆無であったため、現地調査を踏まえ
た現状分析と実証研究に重点を置くことに
した。 
 現地調査と文献調査とを有機的に組み合
わせることによって研究をおこなったが、ロ
シアでの現地調査は、企業訪問とヒアリング、
政策担当関係者と聞取り、専門家との面会・
財界関係者とのインタビュー等を中心にお
こなった。また、文献調査としては、資源産
業における企業統治・企業経営に関するデー
タ収集、資料のサーベイおよび分析、法令
集・コンメンタールの参照、も取り入れ、調
査をすすめることにした。 
 
 
４．研究成果 
 
（１）産業・エネルギー政策決定過程 
 １年目は、産業・エネルギー政策に関する
意思決定過程を中心に研究をすすめた。 
 具体的には、「戦略産業法」（正式名：ロシ
ア連邦法「ロシア連邦の国防および国家安全
保障にとって戦略的意義を有する企業への
外国投資手続きに関して」）とよばれる、資
源産業など国家によって指定された戦略分
野への外資参入を制限する法の動向につい
ての検討をすすめた。地下資源開発や冶金分
野，原子力産業など戦略的分野として４２分
野が指定された背景や、法案成立までに意見
対立のあったイシューについて資料を収集



した。「戦略産業法」については、同法制定
過程や改正過程で生じた諸問題が明らかに
なった。 
 資源関発に関する企業活動と政府の意向
とのギャップが一因となり、「地下資源法」
については、改正が討議され続けていること
から、それに関する一連のうごきについても
検討をおこなった。また、二法施行後，メド
ベージェフ政権下でプーチン首相が資源産
業への外資参入可否を検討する委員会を率
いているところ、同委員会の活動については
今まであまり知られてこなかった。不明な点
の多い新設同委員会の活動について調査を
すすめ、現状をある程度明らかにすることが
できた。 
 具体的な事例を出発点とし、全般的な資源
産業への政府の関与の考察もおこなうこと
ができた。これらの検討結果は、学会・研究
会で報告した。 
 
（２）政府による資源産業への関与 
 ２年目は、前年に得られたロシアの産業政
策・エネルギー政策に関する意思決定過程の
検討結果をふまえ、政府による資源産業への
関与の種類と度合いについて、ロシアの天然
資源系の大企業とロシア政府との関係を中
心に調査をすすめた。 
 政府系企業の企業活動への政府の関与や
影響と、政府系企業の政策形成への影響力に
ついて、特に天然ガスの生産・供給において
世界最大の企業であるガスプロムと国営石
油最大手のロスネフチに焦点をあて検討し
た。影響力行使に関しては、フォーマルなも
の、すなわち法制上の規定に基づくもののみ
ならず、インフォーマルなルート（例えば人
脈政治など）についての検討も試みた。また、
企業のガバナンス体制の調査もすすめた。所
有権から発生する国家の企業ガバナンスに
加えて、取締役会における政府代表の役割や、
経営戦略の組み立て方や有効性、国有企業の
経営戦略と国の政策との整合性、経営陣と政
権との関係なども考察対象とした。 
 政府と企業間の関係を形作る関連各アク
ターの利害や役割については、政府、関係省
庁、議会の関係委員会、企業（民間企業，国
有企業，外資系企業）、法曹界、市民団体，
国際機関，の影響や相互関係などを検討した。
これらアクターの対応や作用は意思決定過
程・制度改革のプロセスを理解する上で不可
欠なだけではなく、改革によって定められた
新制度の効果や定着度を測るうえで重要で
ある。また，特に政界と財界の密な関係が改
革過程と改革結果にもたらす影響も考察し
た。これらの検討結果は、学会やワークショ
ップで発表された。 
 
（３）政府企業間関係の政治経済 
 ３年目は、本研究の総合評価を行うことが
主要な課題となり、政府－企業間関係の基本
構造とその実態について、考察をおこない、

発表した。具体的な成果として、①近年の石
油・ガス資源企業などにおける国有の比重の
強化傾向、②政府系企業のガバナンス体制
（取締役会における政府代表の役割を含む）、
③民間企業の経営活動に対する政府の影響
力、④政府による市場に対する制約などを明
らかにした。 
 また、連邦政府が産業界への支配力を強化
する一方で、政府系企業による国家の産業政
策形成過程や制度改革過程に及ぼす作用は
決して弱くないことから、政府と企業間の複
雑な相互関与メカニズムを解明することも
目指した。国家とビジネスの力関係について
は、以上のように、ケーススタディを通し、
政府－企業間関係の展開と変容を大局的に
捉えるなかで、「ロシアにおけるステートキ
ャピタリズム」や「ロシア型資本主義の台頭」
という枠組みで、ロシアの政府－企業間関係
の特質を理論的にも検討をする作業をおこ
なった。これらの検討結果は、学会や論文で
も発表された。学会や研究会などでフィード
バックを得て、現在論文を執筆中である。 
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